
＃たいせつなまちコラボ 

「たいせつな冬旅（ふゆたび）スタンプラリー」規約 

 

●キャンペーン期間 2024 年１⽉12⽇(金)から２⽉29⽇(木)まで 

 

●応募⽅法 下記の条件すべてを満たす⽅を抽選・入選の対象とします。 

○スタンプラリー賞 

１．期間中に Instagram 愛別町公式（aibetu_kinochan）鷹栖町公式（takasu_attakasu）⽐

布町公式（pippu_town）東神楽町公式（higashikagura_higashikagulove）アカウントを全

てフォローする。  

２．期間中にフォローを外していないこと。 

３．期間中に４町のスタンプを全て集めて必要事項を記入し、設置の応募箱へ投函する。 

（スタンプ設置場所） 

・愛別町：蔵 KURARA ら 

・鷹栖町：鷹栖住民センター「ふらっと」 

・⽐布町：ぴっぷスキー場センターハウス「スキップ」 

・東神楽町：ふれあい交流館 

○旅のおもいで賞 

１．スタンプラリーの応募条件を満たしていること。 

２．４町で撮影した写真をハッシュタグ「＃たいせつなまちコラボ」を付けて Instagram に

投稿する。  

 

 

●応募資格 

Instagram の個⼈アカウントをお持ちでアカウントを公開している⽅で⽇本国内にお住

まいの⽅に限ります。未成年の⽅は保護者の同意が必要です。未成年の⽅が応募された場合

は、保護者の同意が得られているものとみなします。  

※抽選条件を満たした場合でもキャンペーン応募が完了した旨の通知などは⾏っており

ません。 

※インターネット通信料・接続料は応募者の負担となります。 

〈Instagram 投稿に関する注意〉応募作品は 2024 年１⽉12⽇以降に撮影した、未発表また

は発表予定のないものに限ります。他のコンテストへの⼆重応募または類似作品とみなさ

れる作品は失格となります。また、応募後の辞退はできません。被写体に⼈物を含む場合、

応募に際して必ず本⼈（被写体）の承諾を得てください。他⼈の著作権、肖像権を侵害する

ような⾏為が⾏われた場合、それに関するトラブルの責任は⼀切負いかねます。（入賞決定

後に違反が判明した場合は、入賞を取り消しさせていただく場合があります） 応募作品の

使⽤権は主催者に帰属するものとし、町の PR 等を⽬的として、広報紙、HP、その他 SNS 

な どで使⽤させていただきます。この場合において、応募作品の⼀部を改変（⼀部の切除、



⾊合いの変更等）することがあり、応募者は著作者⼈格権に基づく権利の主張を⼀切⾏わな

いものとします（応募者は応募作品利⽤に関して金銭その他を要求する権利を⼀切有さず、

主催者は応募者に対し、何ら⽀払い義務を負いません）  

※本キャンペーンの応募により、本規約に同意したものとみなされます。  

 

●抽選・当選 

厳選な抽選及び選考の上、当選者を決定し、2024 年３⽉中旬に「旅のおもいで賞」の入

選者には Instagram 公式アカウントより DM（ダイレクトメッセージ）で入選通知を差し

上げます。「スタンプラリー賞」は商品の発送をもって代えさせていただきます。 

「旅のおもいで賞」は当選通知にて必要な情報を指定期⽇までにお知らせください。期限

内にご確認できなかった場合は当選の権利を無効とする場合があります。 

 

●賞品 ４町の特産品詰め合わせセット 

○スタンプラリー賞 １万円相当を４名様 

○旅のおもいで賞 ２万円相当を４名様 


